
１　 災害医療の基本とあり方

 　

　表１　７つの基本原則〔CSCATTT (スキャット)〕
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2　小樽市立病院の役割

小樽市災害医療マニュアル
作成日：平成31年2月18日

小樽市災害対策室

小樽市立病院

小樽市医師会

小樽市保健所

  本マニュアルは、小樽市地域防災計画 ― 第 ８ 節  医療救護計画の詳細を規定するものであり、災害時
の小樽市における実践的な医療救護を行うためのマニュアルである。災害実働及び訓練等で検証し、随時、
関係者により改訂を行う。

　大規模地震等の大型災害発生時には、「一人ひとりへ最良の医療を提供すること(救急医療)」から、「でき
る限り多くの方へ最良の医療を提供すること(災害医療)」への切替えが重要である。 災害医療を実践するため
のアプローチは、次の7つの基本原則に要約される。この原則は、大規模地震等の大型災害発生時のマネージメ
ントの基本であり、災害現場における各組織間の境界線を超える普遍的なものである。

関係機関の縦の連携である指揮と横の連携である統制系統の確立と確認 Command and Control

安全の確認と維持 Safety

情報伝達手段の確保と確認 Communication

情報の評価 上記3項目の評価 Assessment

重症度による傷病者選別 Triage

医療処置･治療 Treatment

病院への搬送･域内及び広域傷病者搬送 Transport

  重要なことは、上記７つの基本原則のうち、最初の４項目の確立が、まずなされ、円滑に機能させることを
最優先にすることである。前段の４項目が確実に機能しないと、実際の災害医療である 後段の３項目、すなわ
ち重症度による傷病者選別、医療処置･治療、病院への搬送･域内及び広域傷病者搬送が十分に達成できないと
されている。

　小樽市立病院は、災害拠点病院として災害時の医療・救護・支援の中心となる。また、小樽市立病院災害対
策本部を立ち上げ、小樽市立病院ＤＭＡＴ（災害派遣医療チーム Disaster Medical Assistance Team）及び道
庁ＤＭＡＴ調整本部から派遣されるＤＭＡＴで構成される小樽市立病院内ＤＭＡＴ活動拠点本部と共に、広域
災害救急医療情報システム （Emergency Medical Information System。以下「ＥＭＩＳ」という。)による情
報収集・発信を行う。
　小樽市立病院災害対策本部は、医師会及び他医療機関の協力の下に最大限の災害医療の提供に努めるが、そ
の限界を超える場合には、道内外のＤＭＡＴの支援を受け、医療・救護及び域内への患者搬送にあたる。
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3　地域災害医療連絡会議の役割

　災害発生時には、災害対策本部長の要請により、小樽市立病院内又は保健所に地域災害医療連絡会議（以下
「地災連」という。）を設置する。地災連の議長は保健所長、副議長は医師会長とする。地災連は、小樽市立
病院災害対策本部及び小樽市立病院内ＤＭＡＴ活動拠点本部と連携し、情報収集・救護活動及び医療救護計画
の策定等を行う。また、医療機関、歯科医師会、薬剤師会、看護協会、臨床衛生検査技師会、栄養士会、柔道
整復師会、病院団体、医薬品関係団体及び医療機器関係団体等との情報交換、情報収集を行う。なお、表３は
災害発生（超）急性期を想定とする。亜急性期以降については、地域医療復興のために組織の分散・改編等を
計り、地災連が中心となり支援・医療復興を検討する。

表２　　災害の大まかなフェイズの考え方

発生直後から３日 超急性期 発災４日から７日 急性期

発災８日から１か月 亜急性期 発災１か月から３か月 回復移行期

表３　　(超)急性期災害時組織図（Command and Control）

北海道の組織

災害医療
コーディネーター

北海道ＤＭＡＴ
調整本部 小樽市災害対策本部

北海道災害対策
地方本部（振興局）

倶知安保健所

小樽市立病院内
ＤＭＡＴ活動拠点本部

小樽市立病院
災害対策本部

地域災害医療連絡会議
議長　保健所長

副議長　医師会長

小樽市立病院
ＤＭＡＴ

情報収集・ＥＭＩＳ
代行入力・広報・連
絡(表４-ア)

避難所・巡回診療・
仮設診療所(表４-イ)

救護資材確保
(表４-ウ)

保健所(保健総務課)
　〃　(健康増進課)
医師会(連絡部長)
　〃　(総務課長)

 保健所(健康増進課)
 医師会(避難所)
    〃 (診療担当部長)

 保健所(生活衛生課)
 医師会(資材供給部長)

道内・道外
支援ＤＭＡＴ

市内核医療機関・避難所・仮設診療所
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４　地域災害医療連絡会議の主な活動内容

表４　　地域災害医療連絡会議の主な活動内容

小樽市立病院ＤＭＡＴ等によるＥＭＩＳの入力作業に協力し、小樽市立病院以外の各医療機関等の被害
状況を調査把握するために情報収集・ＥＭＩＳ代行入力を行う。また、医療情報の広報、関係機関との
連絡調整を行う。

小樽市等が避難所を設置する場合は、ＥＭＩＳ避難所情報を収集・入力し、ＤＨＥＡＴ(災害時健康危機
管理チーム)等の支援公衆衛生チームと協力して、保健衛生防疫活動を行う。避難所巡回診療を行う場合
や仮設診療所が設置された場合は、被災地外からの医療救護チームを調整し、その活動を援助する。

小樽市地域防災計画により、医薬品、医療器材等の確保や手配等の必要な措置をとる。

(詳細については、医師会災害マニュアル及び保健所防災計画に記載)

（1）上記の地災連の活動内容は、災害発生からのフェイズによって、その配分と担当部署が変化する。
たとえば、災害発生直後は上記アの情報収集に全部門、全部署が総力をあげて関わる必要があり、その後必要
に応じてイ、ウの部門が立ち上がっていくと考えられる。フェイズによって担当者も流動的になる。

（2）災害医療コーディネーター（地域コーディネーター）は、北海道知事により委嘱され、災害等の状況に応
じて適切な医療体制が構築されるよう、次に掲げる事項の調整及び助言を行う。

     1  被災地における医療ニーズ等の把握・分析に関すること

     ２ ＤＭＡＴを除く医療救護班その他の医療救護チームの派遣調整に関すること

     ３ ＤＭＡＴとの連携した取組に関すること

     ４ その他医療救護に関すること

（3）地区収容病院あるいは避難所への支援に限界があれば、小樽市立病院ＤＭＡＴ活動拠点本部・災害医療
コーディネーターを通じて支援ＤＭＡＴに応援を依頼する。

（4）地災連は必要に応じて、小樽市災害対策本部に連絡・調整に関わるリエゾン要員を派遣し情報交換にあた
る。
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５　情報の伝達（Communication）

表５　 関係機関の通信・連絡先一覧

北海道対策本部
北海道庁（代表）　　　　０１１－２３１－４１１１

危機対策室ダイアルイン　０１１－２０４－５００７

道庁ＤＭＡＴ調整本部 担当　統括ＤＭＡＴの携帯(衛星)電話番号

小樽市災害対策本部

総務部防災担当主幹　 　　２５－９９５５

携帯電話 　　　　　　　　０９０－６２６８－３４４１

小樽市防災行政無線(ＭＣＡ無線)　１００、８０１、５０５

後志総合振興局
（倶知安保健所）

代表　　　　　　　　　　０１３６－２３－１３００

ダイアルイン　　　　　　０１３６－２３－１３４５

小樽市立病院災害対策本部

代表　　　　　　　　　　０１３４－２５－１２１１

衛星携帯電話(ＤＭＡＴ)　　イリジウム　８８１６－２３４３－７３１４

衛星携帯電話(ＤＭＡＴ)　　Widestar Ⅱ ０８０－２８６０－５２１３

小樽市防災行政無線(ＭＣＡ無線)　      ７０１　 ７１１

地域災害医療連絡会議

医師会事務局長　携帯電話

保健所次長　　　携帯電話

小樽市防災行政無線(ＭＣＡ無線) 　　　 ７０３(保健所)

６　安全の確認（Safety）

（1）地災連の設置場所：地災連は市内インフラ・災害状況に応じて、小樽市立病院又は保健所に設置するもの
とする。

（2）地災連は、地区収容病院の安全性、事業継続性を優先的に把握し、その情報をＥＭＩＳに反映させ、その
後、その他の市内医療機関の安全性、事業継続性に関する情報収集にあたる。

７　病院支援及び病院の避難撤退

   ＥＭＩＳ情報によりインフラ及び人的不足が生じた病院には、小樽市立病院内ＤＭＡＴ活動拠点本部は北海
道ＤＭＡＴ調整本部に、支援ＤＭＡＴを要請する。また、事業継続困難となった病院の避難撤退について、小
樽市立病院災害対策本部及びＤＭＡＴは、北海道ＤＭＡＴ調整本部に支援の要請を行う。
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８ 急性期以降の医療救護計画

　 災害急性期フェイズの期間は、災害規模や程度によるが、平常時の医療・保健体制に復旧するための中長期
医療救護計画による亜急性期・回復移行期に移行する。地災連は、災害医療コーディネーター、看護協会、歯
科医師会、薬剤師会、柔道整復師会と連携し、地域医療の復興に向け協議・調整を図る。地域医療ニーズの把
握、各医療機関への支援、救護所あるいは仮設診療所等の設置・支援、感染症対策等のために、ＪＭＡＴ、日
赤救護班、ＤＰＡＴ、ＤＨＥＡＴ、ＤｉａＭＡＴ、ＡＭＡＴ(病院協会)、国立病院機構、国立大学病院、全国
知事会、国境なき医師団等の医療・保健支援チームと連携して医療復興にあたる。

 表６　急性期以降の医療救護計画

地域災害医療連絡会議

災害医療
コーディネー

ター

小樽市
（保健所）

医師会

看護協会
歯科医師会
薬剤師会

柔道整復師会

１０　研修

　　災害対応の研修を目的として、小樽市災害対策本部は、小樽市立病院、地災連と連携して、医師会、
　各病院関係者、消防、保健所関係者等を対象に、エマルゴトレインシステム(机上訓練セット)、
　ＭＩＭＭＳ研修コース(Major Incident Medical Management and Support研修コ―ス)、ＪＭＡＴ研修
　会等の災害研修を積極的に開催し、災害医療のレベルアップをはかる。

支援機関・保健機関 市内医療機関
避難所

仮設診療所

ＪＭＡＴ
日赤救護班
ＤＰＡＴ

ＤＨＥＡＴ
ＤiaＭＡＴ
ＡＭＡＴ

国立病院機構
国立大学病院
全国知事会

国境なき医師団
等

９　訓練

    災害応急対策の有効な運用を目的に、最低年一回の小樽市立病院、ＤＭＡＴ、医師会、他医療機関、
　小樽市（災害対策本部、保健所、消防本部）等の組織合同で、小樽市立病院対策本部、ＤＭＡＴ及び地
　災連、地区収容病院との連携、避難所の設営・支援訓練(机上訓練、実働訓練)等を実施し、運営上の問
　題点等を解決し、本計画に反映させる。
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